
年  月  日 

          ご担当者 様 

東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 4 - 1 7 - 3  4 F  

株 式 会 社 ハ イ ア ー グ ラ ウ ン ド 

賃 貸 管 理 部  T E L : 0 3 - 6 4 5 9 - 3 8 0 6 

賃貸物件のお申込みについて 

 

この度は弊社管理物件のご案内を頂きましてありがとうございます。 

お申込みの場合は申込書と審査時の必要書類をメールにて送付下さいませ。 

 

送付先アドレス：apply@higherground.co.jp（FAX受付不可） 

・別添の申込書（保証会社の申込書） 

・お申込み事項確認書 及び以下の資料をお送り下さい。 

居住用/事業用/SOHO：エルズサポート 一部居住用(蒲生マインドガーデン・サンライズ戸塚)：ナップ賃貸保証 外国籍：GTN 

 

□個人契約の場合 

・日本人：本人確認証両面写し           ・外国籍：在留カード両面写し 

・生活保護者：生活保護を受けている証   ・学生/未成年：学生証、未成年の場合は親権者同意書 

・個人事業主：本人確認証両面写し、確定申告書（直近 1 年分） 

※進学予定、現在無職で就職予定の場合はそれぞれ内定通知書等を添付下さい。 

※FAXでは不鮮明になってしまいますのでカラーのデーターを必ずメールでお送りください。 

 

□法人契約の場合 

・中小企業：会社謄本、代表者の本人確認証両面写し、直近の決算報告書、会社案内（もしくは HP） 

・大手企業：会社謄本 ※場合によっては保証会社をつけない 

※立ち上げ間もない法人で決算書が無い場合は銀行通帳写し、事業計画書、会社案内（もしくは HP） 

 

□先行契約/リフォーム未完了物件契約の場合 

 ・確約書 

＜ご留意点＞ 

・番手の確保はメール到着順とさせて頂きます。 

・追加の必要書類などがある場合は改めてご連絡をさせて頂きます。 

※追加資料がある場合は資料の送付期日をお知らせ致します。送付期日までに送付がない場合は番手から外れます事、

ご了承下さいませ。 

 

 

mailto:apply@higherground.co.jp


　

台

台

台

以下管理会社記入欄

初回： ％

更新：

月末（　　月分賃料）

駐輪場

物件名 号室

入居希望時期
確定賃発日

（管理会社記入）

車種・ナンバープレート

※駐車場・駐輪場・バイク置き場につきましては、

必ず空車状況の有無を事前にご確認ください。

台数

お申込み事項確認書　　　　太枠内ご記入ください

個人居住　・　法人居住　・　SOHO　・　事務所　・　店舗用途

駐車場

バイク置き場

生活保護

社宅代行 なし　・　あり　　（社宅代行会社様：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし　・　あり　　　　（種類/匹数：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし　・　あり　　　　（保護理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ペット有無

月額保証料（振替）　・　年払い保証料　・　保障会社なし振替　・　保障会社なし振込
原則、保障会社必須・月払い保証料となります。

年払い/保証会社なしは事前にご相談ください。
保証料

保険
2年間払い

（居住用）

月払い（保証料注意！）

（居住用）

契約者加入

（居住用の場合原則大手法人様のみ）

（SOHO、店舗）

2年間払い（保険会社注意！）

（事務所用）

　なし　・　あり

フリーレント

のっけ

　なし　・　あり　（　　　　　　　～　　　　　　） AD
　なし　・　あり

　（　　　　　　　　％）

メモ

口振開始

時期

カギ

仲介会社様

電話番号

消

保証会社

管理　・　募集のみ

Ls　・　GTN　・NAP　・４cs  ・　J　・　なし　
毎月・毎年・なし　

代理　・　貸主　・　海外居住（借主法人）

その他　伝達事項

ご担当者様 様

24







こ
の

度
は

、
エ

ル
ズ

サ
ポ

ー
ト

株
式

会
社

（
以

下
「
当

社
」
と

い
う

）
の

保
証

サ
ー

ビ
ス

を
ご

利
用

い
た

だ
き

、
誠

に
有

難
う

ご
ざ

い
ま

す
。

以
下

は
、

保
証

委
託

契
約

内
容

に
関

す
る

大
切

な
ご

案
内

で
す

。
各

項
目

を
お

読
み

い
た

だ
い

た
う

え
で

、
ご

署
名

を
お

願
い

致
し

ま
す

。
※

太
枠

部
分

は
代

理
店

様
ご

記
入

欄

月
額

賃
料

（賃
料

、
共

益
費

、
駐

車
場

代
、

そ
の

他
固

定
費

等
の

合
計

）の

％
＝

　
　

　
　

　
　

【
家

賃
債

務
保

証
業

者
登

録
　

国
土

交
通

大
臣

（
1
）
第

1
8
号

　
（
登

録
年

月
日

：
2
0
1
7
年

1
2
月

2
1
日

）
】

住
所

：
　

〒
1
6
3
-
6
0
1
1
　

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
6
丁

目
8
番

1
号

 新
宿

オ
ー

ク
タ

ワ
ー

1
1
階

電
話

：
　

0
1
2
0
-
6
6
3
-
2
2
0
（
お

客
様

相
談

窓
口

）

お
客

様
に

は
、

契
約

時
の

保
証

委
託

料
と

し
て

、
上

記
（
ま

た
は

保
証

委
託

契
約

書
頭

書
）
記

載
の

初
回

保
証

委
託

料
を

お
支

払
頂

き
ま

す
。

以
後

、
（
年

間
）
保

証
委

託
料

と
し

て
、

上
記

（
又

は
保

証
委

託
契

約
書

頭
書

）
記

載
の

年
間

保
証

委
託

料
を

1
年

経
過

月
の

前
月

末
日

ま
で

に
（
分

割
保

証
委

託
料

の
場

合
は

毎
月

の

賃
料

と
あ

わ
せ

て
）
頂

戴
し

ま
す

。
な

お
、

契
約

締
結

後
は

契
約

期
間

中
に

解
約

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

お
支

払
い

さ
れ

た
保

証
委

託
料

の
返

還
は

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
以

下
の

措
置

を
取

ら
せ

て
い

た
だ

く
こ

と
が

有
り

ま
す

の
で

予
め

ご
認

識
く
だ

さ
い

。

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
　

御
中

（
F
A

X
送

付
先

：
エ

ル
ズ

サ
ポ

ー
ト

審
査

室
）

F
A

X
：
0
3
-
3
3
4
3
-
5
3
2
5

申
込

日
 2

0
　

　
　

年
　

 　
月

　
 　

日
  2

0
2
2
0
4
0
1
-
0
0
-
改

正
対

応
版

【
保

証
委

託
契

約
内

容
事

前
説

明
書

】
　

及
び

　
【
個

人
情

報
の

取
扱

に
関

す
る

条
項

】
の

同
意

書
お

申
込

者
様

ご
確

認
欄

お
申

込
者

様
ご

確
認

欄

代
理

店
N

o
.

代
理

店
名

御
担

当
者

様
利

用
商

品
2
0
2
2
0
4
0
1
-
0
0
-
改

正
対

応
版

【
個

人
情

報
の

取
扱

に
関

す
る

条
項

】
の

同
意

書

取
扱

店

※
太

枠
部

分
は

代
理

店
様

ご
記

入
欄

□
□

保
証

委
託

契
約

（以
下

「本
契

約
」と

い
う

。
）の

申
込

者
（契

約
者

も
含

む
。

以
下

「申
込

者
」と

い
う

）は
、

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
（以

下
「保

証
会

社
」と

い
う

）が
、

本
条

項
に

従
い

、
個

人
情

報
を

取
扱

う
こ

と
に

同
意

い
た

し
ま

す
。

第
1
条

（
個

人
情

報
）

個
人

情
報

と
は

、
以

下
の

個
人

に
関

す
る

情
報

等
を

い
い

、
当

該
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
記

述
等

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
等

を
い

い
ま

す
。

ま
た

、
そ

の
情

報
の

み
で

は
識

別
で

き
な

い
場

合
で

も
、

他
の

情
報

と
容

易
に

照
合

す
る

こ
と

が
で

き
、

そ
れ

に
よ

り
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
等

も
個

人
情

報
に

含
ま

れ
ま

す
。

①
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

、
電

話
番

号
、

国
籍

、
職

業
、

勤
務

先
名

称
、

勤
務

先
住

所
、

勤
務

先
電

話
番

号
及

び
月

収
等

の
保

証
委

託
申

込
書

、
保

証
委

託
契

約
書

及
び

保
証

契
約

書
に

記
載

さ
れ

た
属

性
情

報
（変

更
後

の
情

報
を

含
む

）、
及

び
本

籍
地

、
健

康
情

報
、

障
害

情
報

、
生

活
保

護
の

受
給

情
報

な
ど

の
要

配
慮

個
人

情
報

。
②

保
証

委
託

契
約

及
び

保
証

契
約

に
関

す
る

賃
貸

物
件

の
名

称
、

所
在

地
及

び
賃

料
等

の
契

約
情

報
。

③
保

証
委

託
契

約
及

び
保

証
契

約
に

関
す

る
賃

料
支

払
状

況
等

の
取

引
情

報
。

④
運

転
免

許
証

、
パ

ス
ポ

ー
ト

及
び

外
国

人
登

録
証

明
書

等
に

記
載

さ
れ

た
本

人
確

認
の

た
め

の
情

報
。

⑤
個

人
の

肖
像

又
は

音
声

を
磁

気
的

又
は

光
学

的
記

録
媒

体
等

に
て

記
録

さ
れ

た
映

像
又

は
音

声
情

報
。

⑥
裁

判
所

等
公

共
機

関
、

官
報

、
マ

ス
メ

デ
ィ

ア
、

電
話

帳
、

住
宅

地
図

等
に

お
い

て
公

開
さ

れ
て

い
る

情
報

。
第

2
条

（
関

連
す

る
個

人
情

報
）

保
証

会
社

は
、

緊
急

連
絡

先
及

び
同

居
人

等
の

申
込

者
等

の
関

係
者

に
関

す
る

個
人

情
報

に
つ

い
て

も
本

条
項

に
従

っ
て

取
り

扱
い

ま
す

。
第

3
条

（
個

人
情

報
の

利
用

目
的

）
保

証
会

社
が

取
り

扱
う

個
人

情
報

の
利

用
目

的
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
利

用
目

的
を

超
え

て
個

人
情

報
を

利
用

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
①

保
証

委
託

契
約

及
び

賃
貸

保
証

契
約

の
締

結
可

否
の

判
断

の
た

め
。

②
保

証
委

託
契

約
及

び
賃

貸
保

証
契

約
の

締
結

及
び

履
行

の
た

め
。

③
保

証
委

託
契

約
に

基
づ

く
事

前
及

び
事

後
求

償
権

の
行

使
の

た
め

。
④

サ
ー

ビ
ス

の
紹

介
の

た
め

。
⑤

サ
ー

ビ
ス

の
品

質
向

上
の

た
め

。
⑥

ご
意

見
、

ご
要

望
又

は
ご

相
談

に
つ

い
て

、
確

認
、

回
答

又
は

そ
の

他
の

対
応

を
行

う
た

め
。

⑦
賃

貸
人

及
び

管
理

会
社

か
ら

の
委

託
に

基
づ

く
収

納
代

行
事

務
を

行
う

た
め

。
⑧

賃
貸

借
契

約
の

履
行

及
び

管
理

並
び

に
契

約
終

了
後

の
債

権
債

務
の

精
算

に
協

力
す

る
た

め
。

⑨
上

記
①

か
ら

⑧
の

利
用

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
範

囲
で

の
個

人
情

報
の

第
三

者
へ

の
提

供
。

第
4
条

（
個

人
情

報
の

第
三

者
へ

の
提

供
）

①
保

証
会

社
は

、
以

下
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、

あ
ら

か
じ

め
申

込
者

等
本

人
の

同
意

を
得

ず
に

個
人

情
報

を
第

三
者

に
提

供
す

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

a)法
令

に
基

づ
く
場

合
b)人

の
生

命
、

身
体

又
は

財
産

の
保

護
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
本

人
の

同
意

を
得

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
。

c)公
衆

衛
生

の
向

上
又

は
児

童
の

健
全

な
育

成
の

推
進

の
た

め
に

特
に

必
要

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

本
人

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
き

。
d)国

の
機

関
若

し
く
は

地
方

公
共

団
体

又
は

そ
の

委
託

を
受

け
た

者
が

法
令

の
定

め
る

事
務

を
遂

行
す

る
こ

と
に

対
し

て
協

力
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
本

人
の

同
意

を
得

る
こ

と
に

よ
り

当
該

事
務

の
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。
②

申
込

者
等

は
、

保
証

会
社

が
申

込
者

等
の

個
人

情
報

を
以

下
の

第
三

者
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
ⅰ

第
3条

記
載

の
利

用
目

的
の

達
成

の
た

め
に

、
申

込
者

、
連

帯
保

証
人

予
定

者
、

賃
借

人
、

連
帯

保
証

人
、

賃
貸

人
、

管
理

会
社

、
緊

急
連

絡
先

若
し

く
は

同
居

人
等

の
申

込
者

等
の

関
係

者
、

又
は

そ
の

他
し

か
る

べ
き

第
三

者
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

。
ⅱ

そ
の

他
申

込
者

等
が

第
三

者
に

不
利

益
を

及
ぼ

す
と

保
証

会
社

が
判

断
し

た
場

合
に

当
該

第
三

者
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

。
③

保
証

会
社

が
個

人
情

報
を

第
三

者
へ

提
供

す
る

手
段

又
は

方
法

は
、

シ
ス

テ
ム

へ
の

入
力

、
フ

ァ
イ

ル
サ

ー
バ

に
よ

る
受

け
渡

し
、

メ
ー

ル
、

郵
送

等
で

す
。

第
5
条

（
第

三
者

の
範

囲
）

以
下

の
場

合
、

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

る
者

は
、

第
三

者
に

該
当

し
な

い
も

の
と

し
ま

す
。

①
保

証
会

社
が

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
内

に
お

い
て

個
人

情
報

の
取

り
扱

い
の

一
部

又
は

全
部

を
委

託
す

る
場

合
（委

託
先

に
お

け
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
保

証
会

社
が

責
任

を
負

い
ま

す
）。

②
合

併
そ

の
他

の
事

由
に

よ
る

事
業

の
承

継
に

伴
っ

て
個

人
情

報
が

提
供

さ
れ

る
場

合
。

 第
6
条

（
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
へ

の
登

録
･利

用
等

）
①

申
込

者
等

は
、

保
証

会
社

が
申

込
者

等
と

の
本

契
約

締
結

可
否

の
判

断
及

び
本

契
約

の
 履

行
・求

償
権

の
行

使
の

た
め

に
、

保
証

会
社

の
加

盟
す

る
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
（以

下
「加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
」と

い
う

）に
照

会
し

、
申

込
者

等
に

 関
す

る
個

人
情

報
が

登
録

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

保
証

会
社

が
当

該
情

報
を

利
用

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
■

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

名
　

　
　

称
 ： 一

般
社

団
法

人
　

全
国

賃
貸

保
証

業
協

会
（略

称
L
IC

C
）

住
　

　
　

所
 ： 〒

105-0004　
東

京
都

港
区

新
橋

5丁
目

22番
6号

　
ル

・グ
ラ

シ
エ

ル
B

L
D

G
2　

四
階

A
電

話
番

号
 ： 0570-086-110

U
   R

   L
  ： http://jpg.or.jp

②
申

込
者

等
は

、
以

下
の

表
に

定
め

る
個

人
情

報
が

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

に
以

下
の

表
に

定
め

る
期

間
登

録
さ

れ
、

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

の
会

員
に

よ
り

申
込

者
等

と
の

契
約

締
結

可
否

の
判

断
及

び
契

約
の

履
行

・求
償

権
の

行
使

の
た

め
に

利
用

さ
れ

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

③
申

込
者

等
は

、
賃

貸
人

が
申

込
者

等
に

対
し

て
建

物
明

渡
請

求
訴

訟
を

提
起

し
た

場
合

に
、

こ
れ

に
 か

か
る

情
報

を
、

賃
貸

人
が

保
証

会
社

に
対

し
、

保
証

会
社

が
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
に

登
録

す
る

目
的

で
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

④
原

則
と

し
て

申
込

者
等

本
人

に
限

り
、

加
盟

家
賃

債
務

保
証

情
報

取
扱

機
関

に
登

録
さ

れ
て

い
る

個
人

情
報

に
係

る
開

示
請

求
又

は
当

該
個

人
情

報
に

誤
り

が
あ

る
場

合
の

訂
正

、
削

除
等

の
申

立
を

、
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
が

定
め

る
手

続
き

、
及

び
方

法
に

よ
っ

て
行

な
う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

第
7
条

（
個

人
情

報
の

保
証

会
社

へ
の

提
供

）
申

込
者

等
は

、
申

込
者

、
連

帯
保

証
人

予
定

者
、

賃
借

人
、

連
帯

保
証

人
、

賃
貸

人
、

管
理

会
社

、
仲

介
会

社
又

は
緊

急
連

絡
先

及
び

同
居

人
等

の
申

込
者

等
の

関
係

者
が

、
申

込
者

等
の

個
人

情
報

を
、

第
3条

記
載

の
利

用
目

的
の

た
め

に
保

証
会

社
に

対
し

提
供

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
 第

8
条

（
開

示
等

の
請

求
）

①
保

証
会

社
は

、
申

込
者

本
人

又
は

そ
の

代
理

人
様

か
ら

、
保

証
会

社
が

保
有

す
る

保
有

個
人

デ
ー

タ
に

関
し

て
利

用
目

的
の

通
知

、
開

示
、

内
容

の
訂

正
、

追
加

又
は

削
除

、
利

用
の

停
止

、
消

去
及

び
第

三
者

へ
の

提
供

の
停

止
（以

下
、

“開
示

等
の

請
求

”と
い

う
。

）を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

、
遅

滞
な

く
こ

れ
に

応
じ

ま
す

。
②

開
示

等
の

請
求

を
ご

希
望

の
方

は
保

証
会

社
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（http://w

w
w

.ls-supp
ort.co.jp/）を

参
照

い
た

だ
く
か

、
お

問
合

せ
窓

口
ま

で
ご

連
絡

く
だ

さ
い

。
第

9
条

（
個

人
情

報
の

正
確

性
）

保
証

会
社

は
、

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
内

に
お

い
て

、
個

人
情

報
を

正
確

か
つ

最
新

内
容

に
保

つ
よ

う
努

め
ま

す
。

た
だ

し
、

保
証

委
託

契
約

又
は

賃
貸

保
証

契
約

の
申

込
時

又
は

締
結

時
に

お
い

て
ご

提
供

い
た

だ
い

た
個

人
情

報
が

正
確

か
つ

最
新

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
申

込
者

等
が

責
任

を
負

う
も

の
と

し
ま

す
。

第
1
0
条

（
必

要
情

報
の

提
出

）
申

込
者

等
は

、
保

証
委

託
契

約
の

申
込

、
締

結
又

は
履

行
に

必
要

な
情

報
（運

転
免

許
証

、
パ

ス
ポ

ー
ト

等
の

書
類

に
記

載
さ

れ
た

本
籍

地
、

国
籍

等
の

情
報

を
含

む
）を

提
出

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
ま

た
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

保
有

情
報

や
自

己
破

産
等

の
情

報
に

つ
い

て
も

虚
偽

な
く
申

告
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

第
1
1
条

（
個

人
情

報
提

供
の

任
意

性
）

保
証

会
社

は
、

申
込

者
等

か
ら

提
供

を
受

け
た

個
人

情
報

に
基

づ
き

保
証

委
託

契
約

及
び

賃
貸

保
証

契
約

の
締

結
可

否
の

判
断

を
行

い
ま

す
。

必
要

な
個

人
情

報
を

提
供

い
た

だ
け

な
い

場
合

に
は

、
保

証
委

託
契

約
及

び
賃

貸
保

証
契

約
の

締
結

を
お

断
り

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

第
1
2
条

（
審

査
結

果
）

申
込

者
等

は
、

保
証

会
社

の
審

査
結

果
の

内
容

に
つ

い
て

異
議

を
申

し
立

て
な

い
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

な
お

、
保

証
会

社
は

、
審

査
結

果
に

関
す

る
判

定
理

由
は

開
示

し
ま

せ
ん

。
ま

た
、

保
証

会
社

は
、

法
令

に
定

め
ら

れ
た

訂
正

等
・利

用
停

止
等

の
場

合
、

及
び

第
8条

に
定

め
る

請
求

に
よ

る
も

の
を

除
き

、
提

供
さ

れ
た

個
人

情
報

及
び

個
人

情
報

を
含

む
書

面
に

つ
い

て
は

い
か

な
る

場
合

に
も

返
却

及
び

削
除

い
た

し
ま

せ
ん

。
第

1
3
条

（
個

人
情

報
の

管
理

）
①

保
証

会
社

は
、

そ
の

管
理

下
に

あ
る

個
人

情
報

の
紛

失
、

誤
用

及
び

改
変

を
防

止
す

る
た

め
に

、
適

切
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
実

施
に

努
め

ま
す

。
②

保
証

会
社

は
、

保
有

す
る

個
人

情
報

に
つ

い
て

権
限

を
持

つ
利

用
者

の
み

が
ア

ク
セ

ス
で

き
る

安
全

な
環

境
下

に
保

管
す

る
よ

う
努

め
ま

す
。

第
1
4
条

（
個

人
情

報
取

り
扱

い
業

務
の

外
部

委
託

）
①

保
証

会
社

は
、

申
込

者
情

報
の

入
力

業
務

を
外

国
に

委
託

し
て

い
ま

す
。

・当
該

外
国

の
名

称
：中

華
人

民
共

和
国

・当
該

外
国

に
お

け
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
制

度
に

関
す

る
情

報
：中

華
人

民
共

和
国

個
人

情
報

保
護

法
・当

該
第

三
者

が
講

ず
る

個
人

情
報

の
保

護
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
情

報
：P

IP
A

（P
ersonal inform

ation
protection assessm

ent）マ
ー

ク
を

取
得

・更
新

し
、

当
該

認
証

に
適

合
し

た
個

人
情

報
保

護
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

構
築

・運
用

し
て

い
ま

す
。

②
上

記
以

外
の

場
合

も
、

事
業

運
営

上
の

必
要

に
応

じ
て

、
業

務
の

一
部

を
外

部
に

委
託

し
、

業
務

委
託

先
に

対
し

て
皆

様
の

個
人

情
報

を
預

け
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

場
合

、
個

人
情

報
を

適
切

に
取

り
扱

っ
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

委
託

先
を

選
定

し
、

契
約

等
に

お
い

て
個

人
情

報
の

適
正

管
理

・機
密

保
持

な
ど

に
よ

り
皆

様
の

個
人

情
報

の
漏

洩
防

止
に

必
要

な
事

項
を

取
決

め
、

適
切

な
管

理
を

実
施

さ
せ

ま
す

。
第

1
5
条

（
統

計
デ

ー
タ

の
利

用
）

保
証

会
社

は
、

提
供

を
受

け
た

個
人

情
報

を
も

と
に

、
個

人
を

特
定

で
き

な
い

形
式

に
加

工
し

た
統

計
デ

ー
タ

を
作

成
す

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
保

証
会

社
は

、
当

該
デ

ー
タ

に
つ

き
何

ら
の

制
限

な
く
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
ま

す
。

第
1
6
条

（
個

人
情

報
保

護
管

理
者

）
エ

ル
ズ

サ
ポ

ー
ト

株
式

会
社

　
事

業
統

括
室

 P
M

S
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
　

連
絡

先
：次

条
参

照
第

1
7
条

（
問

い
合

わ
せ

窓
口

）
個

人
情

報
に

関
す

る
苦

情
、

開
示

等
の

請
求

又
は

そ
の

他
の

ご
質

問
ご

相
談

若
し

く
は

お
問

い
合

わ
せ

に
つ

き
ま

し
て

は
、

以
下

の
問

い
合

わ
せ

窓
口

ま
で

ご
連

絡
く
だ

さ
い

。
エ

ル
ズ

サ
ポ

ー
ト

株
式

会
社

　
お

客
様

相
談

窓
口

電
話

番
号

：0120-663-220
受

付
時

間
：月

曜
日

～
金

曜
日

（祝
祭

日
除

く
）9：00～

18：00
第

1
8
条

（
備

考
）

申
込

者
が

法
人

の
場

合
、

第
6条

は
適

用
外

と
し

ま
す

。

□
□

□
□

□
□

保
証

委
託

契
約

内
容

事
前

説
明

書

1
　

保
証

委
託

料
2
　

そ
の

他
費

用
（
必

要
に

応
じ

て
記

入
下

さ
い

）

初
回

保
証

委
託

料
円

円

3
家

賃
債

務
保

証
委

託
先

に
つ

い
て

社
名

：
　

エ
ル

ズ
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社

4
保

証
委

託
契

約
の

保
証

内
容

（
範

囲
）
と

保
証

金
額

に
つ

い
て

本
保

証
委

託
契

約
は

賃
料

滞
納

時
の

保
険

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

滞
納

時
に

も
賃

料
支

払
義

務
は

当
然

に
発

生
し

ま
す

。

円円

年
間

保
証

委
託

料
分

割
保

証
委

託
料

ヶ
月

毎
に

円

保
証

委
託

契
約

は
、

お
客

様
よ

り
、

ご
署

名
ご

捺
印

済
み

の
保

証
委

託
契

約
書

、
及

び
、

初
回

保
証

委
託

料
　

を
保

証
会

社
が

受
領

し
た

日
よ

り
開

始
と

な
り

、
賃

貸
物

件
の

明
渡

し
を

以
っ

て
終

了
と

な
り

ま
す

。

6
保

証
委

託
契

約
の

料
金

に
つ

い
て

7
求

償
債

務
の

範
囲

と
求

償
権

の
行

使
に

つ
い

て

保
証

会
社

は
、

お
客

様
の

債
務

と
な

る
賃

料
等

（
申

込
書

記
載

の
月

額
請

求
合

計
）
及

び
変

動
費

、
ま

た
は

賃
貸

借
契

約
が

解
除

さ
れ

た
場

合
に

生
じ

る
明

渡
し

ま
で

の
賃

料
等

相
当

損
害

金
、

訴
訟

そ
の

他
法

的
手

続
き

費
用

な
ど

に
つ

い
て

、
お

客
様

が
万

一
お

支
払

い
出

来
な

い
場

合
に

、
保

証
会

社
が

保
証

し
、

お
客

様
に

代
わ

り
賃

貸
人

様
に

お
支

払
い

し
ま

す
。

但
し

、
滞

納
状

況
に

応
じ

て
保

証
会

社
か

ら
の

支
払

を
停

止
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

保
証

対
象

債
務

の
上

限
金

額
は

物
件

用
途

が
住

居
・
事

業
用

の
場

合
は

月
額

賃
料

の
2
4
ヶ

月
分

、
駐

車
場

の
場

合
は

月
額

賃
料

の
1
2
ヶ

月
分

に
相

当
す

る
金

額
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

上
記

の
債

務
に

つ
い

て
は

保
証

会
社

が
一

時
的

に
支

払
を

行
い

ま
す

が
、

最
終

的
に

は
お

客
様

の
債

務
と

し
て

お
支

払
い

頂
く
こ

と
に

な
り

ま
す

。

5
保

証
委

託
契

約
の

保
証

期
間

に
つ

い
て

お
客

様
が

賃
料

の
支

払
期

日
を

超
過

し
た

場
合

、
保

証
会

社
は

お
客

様
、

及
び

連
帯

保
証

人
に

対
し

事
前

に
求

償
権

を
行

使
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

9
督

促
及

び
建

物
へ

の
立

ち
入

り
に

つ
い

て

お
客

様
が

賃
料

の
滞

納
等

を
発

生
さ

せ
た

場
合

、
保

証
会

社
の

指
定

す
る

方
法

に
従

い
賃

料
等

に
加

え
て

再
請

求
事

務
手

数
料

8
0
0
円

（
消

費
税

別
)な

ら
び

に
本

頭
書

記
載

の
手

数
料

が
発

生
し

ま
す

。

登
録

情
報

お
客

様
が

賃
料

の
滞

納
等

を
発

生
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

賃
貸

借
契

約
の

金
銭

支
払

債
務

を
保

証
会

社
が

保
証

し
た

場
合

、
保

証
発

生
後

、
保

証
会

社
が

賃
貸

人
様

（
物

件
オ

ー
ナ

ー
様

、
不

動
産

会
社

様
）
に

代
わ

り
、

お
客

様
に

対
し

て
ご

請
求

を
行

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
（
こ

れ
を

求
償

権
の

行
使

と
い

い
ま

す
。

）
 ま

た
、

求
償

権
を

行
使

す
る

に
あ

た
り

、
訴

訟
お

よ
び

法
的

な
手

続
き

が
発

生
し

た
場

合
の

費
用

も
、

お
客

様
に

ご
請

求
を

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

な
お

、
お

支
払

い
に

つ
い

て
、

保
証

会
社

の
定

め
た

期
日

に
お

支
払

い
頂

け
な

い
場

合
、

遅
延

損
害

金
と

し
て

、
年

1
4
.6

%
の

金
額

を
加

算
し

て
お

支
払

い
頂

く
こ

と
に

な
り

ま
す

の
で

、
く
れ

ぐ
れ

も
ご

注
意

下
さ

い
。

8
事

前
求

償
の

内
容

に
つ

い
て

備
考

欄
賃

貸
借

契
約

終
了

後
に

本
物

件
に

残
置

物
（
車

両
を

含
む

）
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
お

客
様

は
、

当
該

残
置

物
の

所
有

権
を

放
棄

し
、

賃
貸

人
等

、
保

証
会

社
そ

の
他

の
第

三
者

が

3
本

契
約

の
申

込
を

し
た

事
実

当
社

が
加

盟
家

賃
債

務
保

証
情

報
取

扱
機

関
に

照
会

し
た

日
か

ら
6
ヵ

月
間

当
該

残
置

物
を

搬
出

等
す

る
こ

と
に

何
ら

異
議

を
申

し
立

て
な

い
も

の
と

し
ま

す
。

物
件

か
ら

搬
出

さ
れ

た
残

置
物

を
保

証
会

社
が

保
管

す
る

場
合

、
保

管
開

始
後

1
ヵ

月
以

上
経

過
し

た
と

き
は

、

登
録

期
間

・
求

償
権

（
事

前
の

求
償

権
を

含
む

）
に

基
づ

き
保

証
会

社
が

電
話

、
郵

送
、

訪
問

等
の

手
段

に
よ

り
請

求
業

務
を

行
な

い
ま

す
。

・
お

客
様

の
勤

務
先

ま
た

は
緊

急
連

絡
先

に
問

い
合

わ
せ

た
う

え
で

、
連

絡
が

つ
か

な
い

、
あ

る
い

は
所

在
や

連
絡

方
法

が
把

握
で

き
な

い
場

合
、

賃
貸

人
等

の
了

解
を

得
た

う
え

で
、

1
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

電
話

番
号

 等
の

本
人

を
特

定
す

る
た

め
の

情
報

下
記

の
3
又

は
4
の

い
ず

れ
か

の
情

報
が

登
録

 さ
れ

て
い

る
期

間

保
証

会
社

の
担

当
が

物
件

の
使

用
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
物

件
の

敷
地

（
集

合
住

宅
等

の
場

合
は

共
用

部
分

）
へ

立
ち

入
る

こ
と

を
承

諾
し

て
頂

き
ま

す
。

・
法

令
上

認
め

ら
れ

て
い

る
場

合
、

賃
借

人
に

つ
い

て
身

体
の

異
常

そ
の

他
緊

急
の

事
態

が
発

生
し

た
可

能
性

が
あ

る
場

合
そ

の
他

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

に
は

、
賃

貸
人

等
の

了
承

を
得

た
う

え
で

、
保

証
会

社
の

担
当

が
本

物
件

に
立

ち
入

る
こ

と
を

承
諾

し
て

頂
き

ま
す

。
・
お

客
様

は
、

賃
貸

人
様

が
お

客
様

か
ら

得
た

情
報

を
保

証
会

社
に

提
供

す
る

こ
と

、
及

び
保

証
会

社
が

お
客

様
か

ら
得

た
情

報
を

賃
貸

人
様

に
提

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
予

め
承

諾
頂

き
ま

す
。

保
証

会
社

は
賃

借
人

に
事

前
に

通
知

す
る

こ
と

な
く
、

保
管

す
る

残
置

物
を

廃
棄

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

ま
す

。
こ

れ
ら

の
作

業
に

関
わ

る
一

切
の

費
用

は
お

客
様

の
負

担
と

し
ま

す
。

ま
た

、
お

客
様

は
、

当
該

残
置

物
の

移
管

等
が

行
わ

れ
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
保

証
会

社
に

対
し

て
支

払
う

べ
き

金
員

の
支

払
い

義
務

を
拒

む
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

4
当

社
の

賃
貸

人
に

対
す

る
支

払
い

状
況

、
 求

償
金

支
払

請
求

訴
訟

及
び

建
物

明
渡

 請
求

訴
訟

に
関

す
る

情
報

契
約

期
間

中
及

び
契

約
終

了
後

債
務

が
消

滅
 し

て
か

ら
5
年

間
1
1

口
座

残
高

が
支

払
準

備
金

（
賃

料
等

）
に

満
た

な
い

場
合

に
つ

い
て

2
賃

貸
物

件
の

名
称

、
住

所
等

賃
貸

 物
件

を
特

定
す

る
た

め
の

情
報

1
0

残
置

物
の

移
管

等
に

つ
い

て

万
が

一
お

客
様

の
指

定
口

座
の

残
高

不
足

に
よ

り
、

口
座

振
替

が
で

き
な

か
っ

た
と

き
は

、
直

ち
に

保
証

会
社

が
指

定
す

る
口

座
へ

賃
料

等
を

全
額

振
込

み
頂

き
ま

す
。

私
は

、
保

証
委

託
契

約
内

容
事

前
説

明
書

を
確

認
し

、
個

人
情

報
の

取
扱

に
関

す
る

条
項

に
同

意
の

う
え

、
保

証
委

託
契

約
の

申
込

を
行

い
ま

す
。

1
2

特
約

に
つ

い
て

ご
記

入
日

（
西

暦
）

2
0
　

  　
年

　
　

  　
　

月
　

　
 　

日
お

申
込

者
様

　
ご

署
名

欄
（
ご

本
人

直
筆

で
ご

署
名

下
さ

い
）

特
約

（
備

考
）
欄

に
記

載
事

項
が

あ
る

場
合

は
、

前
項

目
に

優
先

さ
れ

ま
す

の
で

、
必

ず
ご

確
認

く
だ

さ
い

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。



物件名 ：

　　　　年　　　　月　　　　日

同意書

エルズサポート株式会社　御中

下記、賃貸借物件に係る賃貸借契約に関し、契約者が貴社と保証委託契約を

締結することに親権者等法定代理人代表として同意いたします。

≪ 賃貸借物件の表示 ≫

氏名 ： 印　　

〒

所在地 ：

≪ 契約者 ≫

氏名 ：

〒

住所 ：

生年月日 ：
　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日　　　（満　　　　　　　　才）

電話番号 ： 　　（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　―

≪ 親権者等法定代理人：契約者との続柄　（　　　　　　　　） ≫

電話番号をご記入下さい。

注）親権がわかる書類が必要となる場合がございますので予めご了承ください。 LS101001

〒

住所 ：

電話番号 ： 　　（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　―

注）必ず法定代理人（親権者または外国籍の場合、身元引受人など）の自筆署名でお願い致します。

注）親権者（法定代理人）の方へ確認のご連絡をさせていただく場合がありますので「電話番号」欄には連絡可能な



未退室物件の先行申込・契約についての 

確約書 

 
物件名                              号室 

 

所在地                                 

 

記 

 

 

1. 通常、物件へのお申込・ご契約に際しては、室内の内見・物件の外観確認・周辺環境の 

確認等をいただいたうえでご契約を締結いたしますが、今回は申込者の特別の依頼により 

室内の内見をせずにご入居のお申込・契約をすることを確認します。 

 

2. 契約期間は退室予定日から暫定的に設定いたします。 

現在ご入居中の方の都合により退室予定日が変更となる可能性があること、また 

室内の状況によっては原状回復工事のため、入居可能日が契約期間開始日より 

遅れてしまう場合があることを確認します。 

 

3. 募集図面・資料等と物件現況に相違のある場合は、現況が優先となります。 

現況が異なった場合、または申込者のイメージ（内装・広さなど）と相違があった場合でも、 

貸主及び管理会社、仲介業者は一切の責任を負えません。 

 

4. 申込後に万一、キャンセルする場合は、違約金として当該物件の家賃と管理費の合計額

の 1 ヶ月分を支払うことを予め確認します。 

以上 

上記の内容を了承した証として本確約書と共に入居申込書を致します。。 

 

＜申込者＞  住 所                                   

 

氏 名                                                  印 

※未成年の方の場合は、親権者のご署名も必要です。 

 



リフォーム未完了物件の 

先行申込・契約についての確約書 

 
物件名                              号室 

 

所在地                                 

 

記 

 

 

2. 物件へのお申込・ご契約に関しては、リフォーム完了後に室内の内見を頂いた上でのご

契約を推奨しますが、上記物件について申込者の特別の依頼により、リフォーム完了前

にご入居のお申込・契約を管理会社はお受け付けします。 

 

3. 募集図面等と物件現況に相違のある場合は、現況が優先となります。 

リフォーム完了後において図面等と異なった場合や、申込者のイメージ（内装・広さなど）

と相違があった場合でも、貸主及び管理会社、仲介業者は一切の責任を負えません。 

 

以上 

 

上記の内容を確認し、了承した証として本確約書と共に入居申込書を提出致します。 

 

＜申込者＞  住 所                                   

 

氏 名                                                  印 

※未成年の方の場合は、親権者のご署名も必要です。 
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